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別紙２ 

「生産森林組合模範定款例」（昭和 53年７月 26日付け 53林野組第 157 号農林水産事務次官依命通知）新旧対照表 

     （傍線の部分は改正部分） 

改      正      後 現       行 

生産森林組合模範定款例 

 

生産森林組合模範定款例 

 

（公告の方法） 

第６条 この組合の公告は、この組合の掲示場に掲示してこれをする。 

② 出資一口の金額の減少、合併又は組織変更をする場合には、官報に

公告するものとする。 

③・④ （略） 

「備考」 

(１) （略） 

(２) 第２項の公告をする場合に、知れている債権者に対して各

別に催告する組合にあっては、第３項を削除し、第４項を第３

項とし、本条の次に次の１条を加える。 

第６条の２ 出資一口の金額の減少、合併又は組織変更をする

場合には、前条第２項に規定する官報の公告のほか、知れて

いる債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 

（公告の方法） 

第６条 この組合の公告は、この組合の掲示場に掲示してこれをする。 

② 総会において出資一口の金額の減少、合併又は組織変更を議決した

ときは、官報に公告するものとする。 

③・④ （略） 

「備考」 

(１) （略） 

(２) 総会において第２項の議決をしたときに、知れている債権

者に対して各別に催告する組合にあっては、第３項を削除し、

第４項を第３項とし、本条の次に次の１条を加える。 

第６条の２ 総会において出資一口の金額の減少、合併又は組

織変更を議決したときは、前条第２項に規定する官報の公告

のほか、知れている債権者には、各別にこれを催告しなけれ

ばならない。 

 

（組合員である資格） 

第７条 この組合の組合員である資格を有する者は、次に掲げる者とす

る。 

１・２ （略） 

 

（組合員たる資格） 

第７条 この組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者とする

。 

１・２ （略） 

（加入） 

第８条 （略） 

② 組合は、前項の加入申込書の提出があったときは、理事会の決議に

（加入） 

第８条 （略） 

② 組合は、前項の加入申込書の提出があったときは、理事会の議決に
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改      正      後 現       行 

よって、その加入の諾否を決し、その旨を申込者に通知する。 

③・④ （略） 

 「備考」 （略） 

 

よって、その加入の諾否を決し、その旨を申込者に通知する。 

③・④ （略） 

 「備考」 （略） 

 

（相続加入） 

第10条 組合員の相続人であって、組合員である資格を有する者（相続

人であって組合員である資格を有するものが数人あるときは、相続人

の同意をもって選定された１人の相続人）が相続開始後90日以内に組

合に加入の申出をしたときは、相続開始の時に組合員になったものと

みなす。この場合には、被相続人の持分についての権利義務を承継す

る。 

 

（相続加入） 

第10条 組合員の相続人であって、組合員たる資格を有する者（相続人

であって組合員たる資格を有するものが数人あるときは、相続人の同

意をもって選定された１人の相続人）が相続開始後90日以内に組合に

加入の申出をしたときは、相続開始の時に組合員になったものとみな

す。この場合には、被相続人の持分についての権利義務を承継する。 

（脱退） 

第13条 （略） 

② 組織変更を決議する総会に先立ってこの組合に書面により組織変更

に反対の意思を通知した組合員は、組織変更の決議の日から20日以内

に書面をもって持分の払戻しを請求することにより、組織変更の日に

脱退することができる。 

 「備考」 （略） 

 

（脱退） 

第13条 （略） 

② 組織変更を議決する総会に先立ってこの組合に書面により組織変更

に反対の意思を通知した組合員は、組織変更の議決の日から20日以内

に書面をもって持分の払戻しを請求することにより、組織変更の日に

脱退することができる。 

 「備考」 （略） 

 

（除名） 

第14条 組合員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議を

経てこれを除名することができる。この場合には、その組合員に対し

総会の日の７日前までにその旨を通知し、総会において弁明する機会

を与えなければならない。 

１～３ （略） 

② （略） 

 「備考」 （略） 

 

（除名） 

第14条 組合員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決を

経てこれを除名することができる。この場合には、その組合員に対し

総会の日の７日前までにその旨を通知し、総会において弁明する機会

を与えなければならない。 

１～３ （略） 

② （略） 

 「備考」 （略） 
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（出資義務及び出資の最高限度） 

第15条 （略） 

② この組合に現物出資する組合員の氏名、出資の目的である財産及び

その価額並びにこれに対して与える出資口数は、別表のとおりとする

。 

 

（出資義務及び出資の最高限度） 

第15条 （略） 

② この組合に現物出資する組合員の氏名、出資の目的たる財産及びそ

の価額並びにこれに対して与える出資口数は、別表のとおりとする。 

（出資口数の減少） 

第18条 組合員は、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ書面に

より組合に通知し、理事会の決議を経て、事業年度末においてその出

資口数を減少することができる。 

 

（出資口数の減少） 

第18条 組合員は、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ書面に

より組合に通知し、理事会の議決を経て、事業年度末においてその出

資口数を減少することができる。 

（資本準備金） 

第22条 この組合は、次の各号に掲げる金額を資本準備金として積み立

てるものとする。 

（削る） 

 

 

 

１～３ （略） 

② （略） 

 

（資本準備金） 

第22条 この組合は、次の各号に掲げる金額を資本準備金として積み立

てるものとする。 

１ 第25条の規定により算定した持分で、払戻しをしないものの額及

び森林組合法（以下「法」という。）第100条第１項において準用

する法第39条〔時効〕の規定によりその払戻請求権が時効によって

消滅したものの額 

２～４ （略） 

② （略） 

（任意積立金） 

第23条 （略） 

② 任意積立金は、損失の塡補又は、この組合の事業の改善発達のため

の支出に充てるものとする。ただし、総会の決議による場合は、この

限りでない。 

 

（任意積立金） 

第23条 （略） 

② 任意積立金は、損失の塡補又は、この組合の事業の改善発達のため

の支出に充てるものとする。ただし、総会の議決による場合は、この

限りでない。 

（職員退職給与引当金） 

第24条 （略） 

（職員退職給与引当金） 

第24条 （略） 
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② 職員退職給与規程は、理事会の決議により定める。 

 

② 職員退職給与規程は、理事会の議決により定める。 

（持分の払戻し） 

第26条 （略） 

② 第13条第２項の規定により組合員が脱退する場合には、組織変更の

日において、前条第１項各号の財産を合算した持分の全部の払戻しを

する。 

③ （略） 

④ 脱退した組合員が、この組合に対して払い込むべき債務を有する

ときは、組合は第１項の規定により払い戻すべき額と相殺するもの

とする。 

 

（持分の払戻し） 

第26条 （略） 

② 第13条第２項の規定により組合員が脱退する場合には、組織変更の

日において、前条第１項第１号の規定により算定した持分の全部の払

戻しをする。 

③ （略） 

（新設） 

（組合長の職務） 

第30条 （略） 

② 理事は、あらかじめ互選により定めた順位に従い、組合長に事故が

あるときはその職務を代理し、組合長欠員のときはその職務を行う。 

 

（組合長の職務） 

第30条 （略） 

② 理事は、あらかじめ互選により定めた順位に従い、組合長事故ある

ときはその職務を代理し、組合長欠員のときはその職務を行う。 

（理事会） 

第31条 （略） 

② （略） 

③ 理事会の決議は、理事の過半数が出席し、その理事の過半数で決し

、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、参事及び

会計主任の任免は、全理事の過半数で決する。 

④～⑥ （略） 

⑦ 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における

当該電磁的記録に記録された事項については、森林組合法施行規則

第112条に定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければな

らない。 

 「備考」 （略） 

（理事会） 

第31条 （略） 

② （略） 

③ 理事会の議決は、理事の過半数が出席し、その理事の過半数で決し

、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、参事及び

会計主任の任免は、全理事の過半数で決する。 

④～⑥ （略） 

（新設） 

 

 

 

 「備考」 （略） 
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（監事の職務） 

第32条 （略） 

②・③ （略） 

④ 前項の細則は、総会の決議を経なければならない。 

 

（監事の職務） 

第32条 （略） 

②・③ （略） 

④ 前項の細則は、総会の議決を経なければならない。 

（役員の任期） 

第34条 （略） 

② 補欠選挙及び再選挙並びに法第100条第２項で準用する法第52条及

び法第113条第２項の規定による改選により就任した役員の任期は、

退任した役員の残任期間とする。 

③・④ （略） 

 「備考」 （略） 

 

（役員の任期） 

第34条 （略） 

② 補欠選挙及び再選挙並びに法100条第２項で準用する法第52条及び法

第113条第２項の規定による改選により就任した役員の任期は、退任し

た役員の残任期間とする。 

③・④ （略） 

 「備考」 （略） 

 

（役員の報酬） 

第35条 役員の報酬その他の給与は、総会の決議によって定める。 

 

（役員の報酬） 

第35条 役員の報酬その他の給与は、総会の議決によって定める。 

（総会の招集手続） 

第39条 総会を招集する場合には、理事の過半数の決議により次に掲げ

る事項を定めなければならない。 

１・２ （略） 

３ 次に掲げる事項が総会の目的である事項であるときは、当該事

項に係る議案の概要 

イ・ロ （略） 

ハ 事業譲渡 

ニ～ヘ （略） 

② 総会を招集するには、理事は、その総会の日の10日前までに、書面

をもってその通知を発しなければならない。ただし、組織変更を決議

する総会を招集するには、その総会の２週間前までにこれを行うもの

（総会の招集手続） 

第39条 総会を招集する場合には、理事の過半数の決議により次に掲げ

る事項を定めなければならない。 

１・２ （略） 

３ 次に掲げる事項が総会の目的である事項であるときは、当該事項

に係る議案の概要 

イ・ロ （略） 

（新設） 

ハ～ホ （略） 

② 総会を招集するには、理事は、その総会の日の10日前までに、書面

をもってその通知を発しなければならない。ただし、組織変更を議決

する総会を招集するには、その総会の２週間前までにこれを行うもの
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とする。 

③ （略） 

「備考」 

(１)  （略） 

(２) 書面をもって議決権を行うことができる旨を第46条の２〔書

面による議決権の行使〕に規定する場合は、第１項第３号を次

のように改める。 

３ 総会参考書類に記載すべき事項（森林組合法施行規則第78

条等に定める事項のほか、定款の変更に関する議案を提出す

る場合には、その変更の理由及び内容） 

また、第３項を次のように改める。 

③ 前項の通知には、第１項各号に掲げる事項を記載するこ

ととし、併せて、組合員に対し、次に掲げる事項を記載し

た議決権行使書面を交付しなければならない。 
１ （略） 
２ １人の組合員が同一の議案につき重複して議決権を行使

した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使

の内容が異なるものであるときにおける、当該組合員の議

決権の行使の取扱に関する事項 
３ （略） 

（注） （略） 

 (３) 第46条の２〔書面による議決権の行使〕の規定において、

書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法による行使を認

めることを規定した場合にあっては、第１項第３号を次のよう

に改める。 

３ 総会参考書類に記載すべき事項（森林組合法施行規則第78

条等に定める事項のほか、定款の変更に関する議案を提出す

る場合には、その変更の理由及び内容） 

また、第３項を次のように改める。 

とする。 

③ （略） 

「備考」 

(１) （略） 

(２) 書面をもって議決権を行うことができる旨を第46条の２〔書

面による議決権の行使〕に規定する場合は、第１項第３号を次

のように改める。 

３ 総会参考書類に記載すべき事項（森林組合法施行規則に定

める事項のほか、定款の変更に関する議案を提出する場合に

は、その変更の理由及び内容） 

また、第３項を次のように改める。 

③ 前項の通知には、第１項各号に掲げる事項を記載するこ

ととし、併せて、組合員に対し、次に掲げる事項を記載した

議決権行使書面を交付しなければならない。 
１ （略） 
２ １人の組合員が同一の議案につき重複して議決権を行

使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の

行使の内容が異なるものであるときにおける、当該組合

員の議決権の行使の取扱いに関する事項 
３ （略） 

（注） （略） 

(３) 第46条の２〔書面による議決権の行使〕の規定において、書

面による議決権の行使に代えて、電磁的方法による行使を認め

ることを規定した場合にあっては、第１項第３号を次のように

改める。 

３ 総会参考書類に記載すべき事項（森林組合法施行規則に定

める事項のほか、定款の変更に関する議案を提出する場合に

は、その変更の理由及び内容） 

また、第３項を次のように改める。 
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③ 前項の通知には、第１項各号に掲げる事項を記載するこ

ととし、併せて、組合員に対し、次に掲げる事項を記載し

た議決権行使書面を交付しなければならない。 
１ （略） 
２ １人の組合員が同一の議案につき重複して議決権を行

使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の

行使の内容が異なるものであるときにおける、当該組合

員の議決権の行使の取扱に関する事項 
３ （略） 

（注） 

(１) （略） 

(２) 第 46 条の２において議決権を重複して行使した

場合の取扱に関する事項を定めない場合は、第１項

第３号の次に次の１号を加える。 
４ １人の組合員が同一の議案につき重複して議決

権を行使した場合において、当該同一の議案に対

する議決権の行使の内容が異なるものであるとき

における、当該組合員の議決権の行使の取扱に関

する事項 

 (４) 電磁的方法をもって議決権を行うことができる旨を第46条

の２〔電磁的方法による議決権の行使〕に規定する場合は、第

１項第３号を次のように改める。 

３ 総会参考書類に記載すべき事項（森林組合法施行規則第78

条等に定める事項のほか、定款の変更に関する議案を提出す

る場合には、その変更の理由及び内容） 

また、第３項を次のように改める。 

③ 前項の通知には、第１項各号に掲げる事項を記載するこ

ととし、併せて、組合員に対し、次に掲げる事項を記載し

た議決権行使書面を交付しなければならない。 

③ 前項の通知には、第１項各号に掲げる事項を記載するこ

ととし、併せて、組合員に対し、次に掲げる事項を記載した

議決権行使書面を交付しなければならない。 
１ （略） 
２ １人の組合員が同一の議案につき重複して議決権を行

使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の

行使の内容が異なるものであるときにおける、当該組合

員の議決権の行使の取扱いに関する事項 
３ （略） 

（注） 

(１) （略） 

(２) 第 46 条の２において議決権を重複して行使した場

合の取扱いに関する事項を定めない場合は、第１項第

３号の次に次の１号を加える。 
４ １人の組合員が同一の議案につき重複して議決

権を行使した場合において、当該同一の議案に対す

る議決権の行使の内容が異なるものであるときに

おける、当該組合員の議決権の行使の取扱いに関す

る事項 

 (４) 電磁的方法をもって議決権を行うことができる旨を第46条の

２〔電磁的方法による議決権の行使〕に規定する場合は、第１

項第３号を次のように改める。 

３ 総会参考書類に記載すべき事項（森林組合法施行規則に定

める事項のほか、定款の変更に関する議案を提出する場合には

、その変更の理由及び内容） 

また、第３項を次のように改める。 

③ 前項の通知には、第１項各号に掲げる事項を記載するこ

ととし、併せて、組合員に対し、次に掲げる事項を記載した

議決権行使書面を交付しなければならない。 



8 
 

改      正      後 現       行 

１ （略） 
２ １人の組合員が同一の議案につき重複して議決権を行使

した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使

の内容が異なるものであるときにおける、当該組合員の議

決権の行使の取扱に関する事項 
     ３ （略） 

（注） 

(１) （略） 

(２) 第 46 条の２において議決権を重複して行使した場

合の取扱に関する事項を定めない場合は、第１項第３

号の次に次の１号を加える。 
４ １人の組合員が同一の議案につき重複して議決権

を行使した場合において、当該同一の議案に対する

議決権の行使の内容が異なるものであるときにおけ

る、当該組合員の議決権の行使の取扱に関する事項 

 

１ （略） 
２ １人の組合員が同一の議案につき重複して議決権を行使

した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使

の内容が異なるものであるときにおける、当該組合員の議

決権の行使の取扱いに関する事項 
     ３ （略） 

（注） 

(１) （略） 

(２) 第 46 条の２において議決権を重複して行使した場合

の取扱いに関する事項を定めない場合は、第１項第３号

の次に次の１号を加える。 
４ １人の組合員が同一の議案につき重複して議決権

を行使した場合において、当該同一の議案に対する議

決権の行使の内容が異なるものであるときにおける、

当該組合員の議決権の行使の取扱いに関する事項 

 

（総会の定足数） 

第40条 総会は、組合員の２分の１以上が出席しなければ議事を開いて

決議することができない。 

② 前項に規定する組合員の出席がないときは、理事は、20日以内に更

に総会を招集しなければならない。この場合には、前項の規定にかか

わらず、議事を開き決議することができる。ただし、第45条各号〔特

別決議事項〕に掲げる事項については、この限りでない。 

 

（総会の定足数） 

第40条 総会は、組合員の２分の１以上が出席しなければ議事を開いて

議決することができない。 

② 前項に規定する組合員の出席がないときは、理事は、20日以内に更

に総会を招集しなければならない。この場合には、前項の規定にかか

わらず、議事を開き議決することができる。ただし、第45条各号〔特

別議決事項〕に掲げる事項については、この限りでない。 

（総会の決議事項） 

第41条 次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。 

１～４ （略） 

５ 事業の全部の譲渡又は第２条第１項第１号に掲げる事業（これ

に附帯する事業を含む。）の全部若しくは一部の譲渡 

（総会の議決事項） 

第41条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。 

１～４ （略） 
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６～12 （略） 

② （略） 

 

５～11 （略） 

② （略） 

（緊急議案） 

第42条 総会においては、出席した組合員の３分の２以上の同意を得た

ときに限り、第39条の規定によりあらかじめ通知した事項以外の事項

についても決議することができる。ただし、第45条各号〔特別決議事

項〕に掲げる事項はこの限りでない。 

「備考」 

役員の選出につき、選任の方法を採用する組合にあっては、本

条ただし書中「第45条各号〔特別決議事項〕に掲げる事項」の次

に「及び役員の選任（第33条の２及び法第113条第２項の規定によ

る改選を除く。）」を加えること。 

 

（緊急議案） 

第42条 総会においては、出席した組合員の３分の２以上の同意を得た

ときに限り、第39条の規定によりあらかじめ通知した事項以外の事項

についても議決することができる。ただし、第45条各号〔特別議決事

項〕に掲げる事項はこの限りでない。 

 

「備考」 

(１) 代理人をもって議決権を行うことができる旨を第46条に規定

する場合は、「出席した組合員」の次に「（代理人による者を

除く。）」を加える。 

(２) 書面による議決権の行使を行うことができる旨を第46条の２

に規定する場合は、「出席した組合員」の次に「（書面による

者を除く。）」を加える。 

（注） 

書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的

方法により行うことを認める場合にあっては、「（書面によ

る者を除く。）」を「（書面又は電磁的方法による者を除く

。）」に改める。 

(３) 電磁的方法による議決権の行使を行うことができる旨を第46

条の２に規定する場合は、「出席した組合員」の次に「（電磁

的方法による者を除く。）」を加える。 

 

（特別決議事項） 

第45条 次に掲げる事項は、総組合員の半数以上が出席する総会におい

て、出席者の議決権の３分の２以上の多数で決しなければならない。 

１～４ （略） 

（特別議決事項） 

第45条 次に掲げる事項は、総組合員の半数以上が出席する総会におい

て、出席者の議決権の３分の２以上の多数で決しなければならない。 

１～４ （略） 
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５ 事業の全部の譲渡又は第２条第１項第１号に掲げる事業（これ

に附帯する事業を含む。）の全部の譲渡 

 「備考」 （略） 

 

（新設） 

 

 「備考」 （略） 

 

（組合員の議決権） 

第46条 組合員は、それぞれ１個の議決権を有する。 

「備考」 

(１) 総会の招集の通知によりあらかじめ通知のあった事項につ

き、代理人をもって議決権を行うことができることとする組

合は、本条に次の９項を加える。 

②～⑧ （略） 

⑨ 組合は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該

当する場合を除き、これを拒むことができない。 

１ 当該請求を行う組合員（以下この項において「請求者

」という。）がその権利の確保又は行使に関する調査以

外の目的で請求を行ったとき。 

２ 請求者が組合の業務の遂行を妨げ、又は組合員の共同

の利益を害する目的で請求を行ったとき。 

３ 請求者が代理権を証明する書面の閲覧又は謄写によっ

て知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求

を行ったとき。 

４ 請求者が、過去２年以内において、代理権を証明する

書面の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て

第三者に通報したことがあるものであるとき。 

（注） 

代理権を証する書面の提出に代えて電磁的方法による証明

を認める組合にあっては、第７項から第９項までを次のよう

に改める。 

⑦・⑧ （略） 

（組合員の議決権） 

第46条 組合員は、それぞれ１個の議決権を有する。 

「備考」 

(１) 総会の招集の通知によりあらかじめ通知のあった事項につ

き、代理人をもって議決権を行うことができることとする組合

は、本条に次の７項を加える。 

②～⑧ （略） 

    （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 

代理権を証する書面の提出に代えて電磁的方法による証明

を認める組合にあっては、第７項及び第８項を次のように改

める。 

⑦・⑧ （略） 
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⑨ （略） 

本条に次の１項を加える。 

⑩ 組合は、前項の請求があったときは、次のいずれかに

該当する場合を除き、これを拒むことができない。 

１ 当該請求を行う組合員（以下この項において「請求

者」という。）がその権利の確保又は行使に関する調

査以外の目的で請求を行ったとき。 

２ 請求者が組合の業務の遂行を妨げ、又は組合員の共

同の利益を害する目的で請求を行ったとき。 

３ 請求者が代理権を証明する書面の閲覧若しくは謄写

又は前項第２号の電磁的記録に記録された事項を紙面

又は映像面に表示する方法により表示したものの閲覧

若しくは謄写によって知り得た事実を利益を得て第三

者に通報するため請求を行ったとき。 

４ 請求者が、過去２年以内において、代理権を証明す

る書面の閲覧若しくは謄写又は前項第２号の電磁的記

録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法

により表示したものの閲覧若しくは謄写によって知り

得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるも

のであるとき。 

(２) 総会の招集の通知によりあらかじめ通知のあった事項につ

き、書面をもって議決権を行うことができることとする組合

は、本条の次に次の１条を加える。 

（書面による議決権の行使） 

第46条の２ （略） 

② （略） 

③ 第１項の規定によって書面による議決権を行使しようと

する組合員は、あらかじめ通知のあった事項について、議

本条に次の１項を加える。 

⑨ （略） 

 

     （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 総会の招集の通知によりあらかじめ通知のあった事項につ

き、書面をもって議決権を行うことができることとする組合は

、本条の次に次の１条を加える。 

（書面による議決権の行使） 

第46条の２ （略） 

② （略） 

③ 第１項の規定によって書面による議決権を行使しようとす

る組合員は、あらかじめ通知のあった事項について、議決
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決権行使書面にそれぞれ賛否を記入し、所定の欄に署名の

上、総会の日の前日の業務時間の終了時（総会を招集する

場合に定める事項として、理事が特定の時（総会の日より

前であって、総会の招集の通知を発したときから10日を経

過した日以後の時に限る。）を定めた場合は、その特定の

時）までに組合に提出しなければならない。 

④ 提出された議決権行使書面の取扱に関する事項は、決議

の公正が確保されるよう規約で定める。 

⑤・⑥ （略） 

⑦ 組合は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該

当する場合を除き、これを拒むことができない。 

１ 当該請求を行う組合員（以下この項において「請求者

」という。）がその権利の確保又は行使に関する調査以

外の目的で請求を行ったとき。 

２ 請求者が組合の業務の遂行を妨げ、又は組合員の共同

の利益を害する目的で請求を行ったとき。 

３ 請求者が第３項の規定により提出された議決権行使書

面の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第

三者に通報するため請求を行ったとき。 

４ 請求者が、過去２年以内において、第３項の規定によ

り提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写によって知

り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるも

のであるとき。 

（注） 

書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁

的方法により行うことを認める組合にあっては、第４項か

ら第７項までを次のように改める。 

④～⑥ （略） 

 

権行使書面にそれぞれ賛否を記入し、所定の欄に署名又は

記名押印の上、総会の日の前日の業務時間の終了時（総会

を招集する場合に定める事項として、理事が特定の時（総

会の日より前であって、総会の招集の通知を発したときか

ら10日を経過した日以後の時に限る。）を定めた場合は、

その特定の時）までに組合に提出しなければならない。 

④ 提出された議決権行使書面の取扱いに関する事項は、議決

の公正が確保されるよう規約で定める。 

⑤・⑥ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 

書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁

的方法により行うことを認める組合にあっては、第４項か

ら第６項を次のように改める。 

④～⑥ （略） 

本条に次の３項を加える。 
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⑦ 提出された議決権行使書面又は議決権行使書面に記載

すべき事項を記録した電磁的記録の取扱に関する事項は

、決議の公正が確保されるよう規約で定める。 

本条に次の３項を加える。 

⑧・⑨ （略） 

⑩ 組合は、前項の請求があったときは、次のいずれか

に該当する場合を除き、これを拒むことができない。 

１ 当該請求を行う組合員（以下この項において「請

求者」という。）がその権利の確保又は行使に関す

る調査以外の目的で請求を行ったとき。 

２ 請求者が組合の業務の遂行を妨げ、又は組合員の

共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。 

３ 請求者が第３項の規定により提出された議決権行

使書面又は第５項の規定により提供された事項を記

録した電磁的記録の閲覧又は謄写によって知り得た

事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行っ

たとき。 

４ 請求者が、過去２年以内において、第３項の規定

により提出された議決権行使書面又は第５項の規定に

より提供された事項を記録した電磁的記録の閲覧又は

謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報

したことがあるものであるとき。 

〔参考〕 

一人の組合員が同一の議案につき重複して議決権

を行使し、当該同一の議案に対する議決権の行使の

内容が異なるものである場合において、当該組合員

の議決権の行使の取扱に関する事項を定款で定める

ときは、各組合において、その取扱を第６項の次に

次の１項を加えて規定する。 

⑦ 提出された議決権行使書面又は議決権行使書面に記載

すべき事項を記録した電磁的記録の取扱いに関する事項は

、議決の公正が確保されるよう規約で定める。 

 

⑧・⑨ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔参考〕 

一人の組合員が同一の議案につき重複して議決権を

行使した場合において、当該同一の議案に対する議決

権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該

組合員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定款で

定める場合は、各組合において、その取扱いを第６項

の次に次の１項を加えて規定する。 
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（記載例） （略） 

 (３) 総会の招集の通知によりあらかじめ通知のあった事項につ

き、電磁的方法をもって議決権を行うことができることとす

る組合は、本条の次に次の１条を加える。 

（電磁的方法による議決権の行使） 

第46条の２ （略） 

②～④ （略） 

⑤ 提供された議決権行使書面に記載すべき事項を記録した

電磁的記録の取扱に関する事項は、決議の公正が確保され

るよう規約で定める。 

⑥・⑦ （略） 

⑧ 組合は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該

当する場合を除き、これを拒むことができない。 

１ 当該請求を行う組合員（以下この項において「請求者

」という。）がその権利の確保又は行使に関する調査以

外の目的で請求を行ったとき。 

２ 請求者が組合の業務の遂行を妨げ、又は組合員の共同

の利益を害する目的で請求を行ったとき。 

３ 請求者が前項の電磁的記録に記録された事項を紙面又

は映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は

謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報す

るため請求を行ったとき。 

４ 請求者が、過去２年以内において、前項の電磁的記録

に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法によ

り表示したものの閲覧又は謄写によって知り得た事実を

利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき

。 

〔参考〕 

一人の組合員が同一の議案につき重複して議決権を行

（記載例） （略） 

 (３) 総会の招集の通知によりあらかじめ通知のあった事項につ

き、電磁的方法をもって議決権を行うことができることとする

組合は、本条の次に次の１条を加える。 

（電磁的方法による議決権の行使） 

第46条の２ （略） 

②～④ （略） 

⑤ 提供された議決権行使書面に記載すべき事項を記録した電

磁的記録の取扱いに関する事項は、議決の公正が確保され

るよう規約で定める。 

⑥・⑦ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔参考〕 

一人の組合員が同一の議案につき重複して議決権を行
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使し、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異

なるものである場合において、当該組合員の議決権の行

使の取扱に関する事項を定款で定めるときは、各組合に

おいて、その取扱を第４項の次に次の１項を加えて規定

する。 

（記載例） （略） 

使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の

行使の内容が異なるものであるときにおける、当該組合

員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定款で定める

場合は、各組合において、その取扱いを第４項の次に次

の１項を加えて規定する。 

（記載例） （略） 

 

（総代会） 

第48条 この組合は、総会に代わるべき総代会を設ける。ただし、総代

会においては、総代の選挙及び解散、合併又は組織変更の決議をする

ことができない。 

② 総代会において既に決議した事項について総会において更にこれを

決議することができる。この場合において、総代会と異なる決議をし

たときは、以後総会の決議に従う。 

「備考」 

総代会において役員の選出等をさせない組合にあっては、第１

項中「総代の選挙及び解散、合併又は組織変更の決議」の次に、

その総代会に行わせない事項を加えること。 

 

（総代会） 

第48条 この組合は、総会に代わるべき総代会を設ける。ただし、総代

会においては、総代の選挙及び解散、合併又は組織変更の議決をする

ことができない。 

② 総代会において既に議決した事項について総会において更にこれを

議決することができる。この場合において、総代会と異なる議決をし

たときは、以後総会の議決に従う。 

「備考」 

総代会において役員の選出等をさせない組合にあっては、第１項

中「総代の選挙及び解散、合併又は組織変更の議決」の次に、その

総代会に行わせない事項を加えること。 

（預入れ先銀行及び金融債券等の種類） 

第56条 次に掲げる事項は、毎事業年度総会の決議を経なければならな

い。 

１～５ （略） 

 

（預入れ先銀行及び金融債券等の種類） 

第56条 次に掲げる事項は、毎事業年度総会の議決を経なければならな

い。 

１～５ （略） 

 

（別表） 

 

 

（別表） 
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氏  名 

 

出資の目的

である財産 

価  額 出資口数 備  考 

 

 

 

    

 

氏  名 

 

出資の目的

たる財産 

価  額 出資口数 備  考 

 

 

 

    

 

（削る。） 

 

 

（削る。） 

 

 

（削る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附属書役員選挙規程例 

森林組合模範定款例附属書役員選挙規程例に準ずる。 

 

附属書役員選任規程例 

森林組合模範定款例附属書役員選任規程例に準ずる。 

 

附属書総代選挙規程例 

森林組合模範定款例附属書総代選挙規程例に準ずる。 
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附属書 生産森林組合役員選挙規程例 

 

  （被選挙権者） 

第１条 次に掲げる者は、被選挙権を有しない。 

  １ 未成年者 

  ２ 精神の機能の障害により職務を適正に執行するに当たって必要

な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 

  ３ 森林組合法、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に

関する法律の規定に違反し、又は民事再生法第255条、第256条、

第258条から第260条まで若しくは第262条の罪若しくは破産法第2

65条、第266条、第268条から第272条まで若しくは第274条の罪を

犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受ける

ことがなくなった日から２年を経過しない者 

４ 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以

上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受ける

ことがなくなるまでの者（刑の執行猶予中の者を除く。） 

 

（新設） 

  （選挙の期日） 

第２条 役員の任期の満了による選挙は、役員の任期が終わる日の60

日前の日以後にこれを行う。 

② 第18条の規定による再選挙又は第20条の規定による補欠選挙は、

これを行うべき事由の生じた日から30日以内に行う。 

 

 

（選挙通知及び公告） 

第３条 組合長は、選挙期日の10日前までに役員の選挙を行うべき旨

の通知状に、投票開始の時刻、投票所、選挙する理事又は監事の数

及び投票用紙に記載すべき選挙する理事又は監事の数を記載し、こ

れを組合員に送付するとともに、これらの事項を公告しなければな

らない。 
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  「備考」 

      総会外選挙制を採る組合にあっては、 

(１) 「投票開始の時刻、」の次に「投票終了の時刻、」を加え

ること。 

(２) 投票区を設ける組合にあっては、本条の次に次の１条を加

えること。 

（投票区） 

第４条 この組合は、理事会が必要あると認めるときは、次

の投票区を設けることができる。 

          第１区 ○○ 

          第２区 ○○ 

② 投票区ごとに１投票所を置く。 

 

（立候補の届出） 

第４条 組合員でない者は、自ら役員の候補者となり、又は役員の候

補者を推薦することができない。 

② 組合員が役員の候補者となろうとするときは、選挙の公告のあっ

た日から選挙期日の３日前までに、その旨を文書でこの組合に届け

出なければならない。 

③ 組合員が他人を役員の候補者としようとするときは、前項の期間

内に組合に対し、本人の承諾を証する書面を添えて、文書で推薦の

届出をしなければならない。 

④ 理事の候補者となった者は、同時に監事の候補者となることがで

きない。 

⑤ この組合は、役員の候補者となった者の住所、氏名、理事又は監

事の別及び立候補又は被推薦の別を、選挙期日の前日までに公告し

、かつ、選挙の当日投票所に掲示しなければならない。 

⑥ 役員の候補者は、選挙期日の前日までに文書をもって組合に届け

出ることにより候補者であることを辞することができる。 

 



19 
 

改      正      後 現       行 

⑦ 第３項の規定により他人を役員の候補者として推薦した者は、選

挙期日の前日までに、文書をもって組合に届け出てこの推薦を取り

消すことができる。この場合には、本人の承諾を得なければならな

い。 

⑧ 第５項の公告のあった日以後において前２項の届出があった場合

には、組合は、直ちにこの旨を公告するものとする。 

 

（選挙管理者及び選挙立会人） 

第５条 組合長は、選挙ごとに、理事会の決議により本人の承諾を得

て、組合員のうちから選挙管理者１人及び選挙立会人３人を指名す

る。 

② 役員の候補者は、選挙管理者又は選挙立会人になることができな

い。 

③ 選挙立会人が３人に達しないとき、又は達しなくなったときは、

組合長は組合員のうちから選挙立会人を３人に達するまで指名し、

直ちにこれを本人に通知して、選挙に立会わせなければならない。 

  「備考」 

  総会外選挙制を採り、かつ、投票区を設ける組合にあっては、

第１項中「選挙立会人３人」の次に「及び投票区ごとに、投票管

理者各１人、投票立会人各３人」を加え、第２項中「選挙管理者

又は選挙立会人」を「選挙管理者、投票管理者、選挙立会人又は

投票立会人」に改め、第３項中「選挙立会人」の次に「又は投票

立会人」を加えること。 

 

 

（選挙管理者の職務） 

第６条 選挙管理者は、選挙に関する事務を担任し、選挙立会人立会

の上、投票箱を開き、投票を点検し、選挙立会人の意見を聴いてそ

の投票の効力を決定し、各人の得票数を計算し、選挙録を作って選

挙に関する次第を記載し、選挙立会人ともに、これに署名しなけれ
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ばならない。 

  「備考」 

  投票管理者及び投票立会人を設ける組合にあっては、本条の次

に次の１条を加えること。 

（投票管理者の職務） 

第６条の２ 投票管理者は、投票に関する事務を担当し、投

票録を作成して、投票に関する次第を記載し、投票立会人と

ともに、これに署名しなければならない。 

 

（選挙録の保存） 

第７条 選挙録は、投票と併せて当該選挙に係る役員の在任期間中組

合において保存しなければならない。 

  「備考」 

投票録を作成する組合にあっては、「選挙録」の次に「及び投

票録」を加えること。 

 

 

（選挙実施の要件） 

第８条 投票票数が総選挙権者数の５分の１に満たないときには、そ

の選挙は、無効とする。この場合には速やかに再選挙を行わなけれ

ばならない。 

 

 

（投票） 

第９条 投票は、無記名投票によって行う。 

② 投票は、理事及び監事ごとに、組合員１人につき１票とし、組合

員自ら投票しなければならない。 

 

 

第10条 選挙管理者は、投票しようとする選挙人が本人であるか否か

を、組合員名簿の記載その他によって確認しなければならない。 

② 投票用紙は、選挙の当日投票所において、組合員に交付する。 
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③ 選挙人は、自ら前項の投票用紙に候補者の氏名を記載して、これ

を投票箱に入れなければならない。 

④ 投票用紙に記載する選挙すべき理事又は監事の数は、１人とする

。 

⑤ 第３条により公告した投票開始の時に総会に出席していない者は

、投票することができない。 

  「備考」 

(１) 投票区を設ける組合にあっては、第１項中「選挙管理者」

を「投票管理者」に改めること。 

(２) 立候補制を採らない組合にあっては、第３項中「候補者」

を「被選挙人」に改めること。 

(３) 投票につき連記制を採る組合にあっては、第４項を次のよ

うに規定する。 

④ 投票用紙に記載する選挙すべき理事又は監事の数は、そ

れぞれ当該選挙において選挙する理事又は監事の数の２分の

１の数とし、端数は切り捨てるものとする。ただし、この場

合において、選挙する理事又は監事の数が１人であるときは

、１人とする。 

(４) 総会外選挙制を採る組合にあっては、第４項の次に次の１

項を加える。 

⑤ 投票開始の時刻は７時とし、投票終了の時刻は午後５時

とする。 

 

（投票の拒否） 

第11条 投票の拒否は、選挙立会人の意見を聴き、選挙管理者が決定

する。 

  「備考」 

(１) 投票区を設ける組合にあっては、第１項中「選挙立会人」

及び「選挙管理者」を、それぞれ「投票立会人」及び「投票
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管理者」に改めること。 

(２) 総会外選挙制を採る組合にあっては、本条の次に次の１条

を加えること。 

第12条 開票所は、この組合の事務所又は選挙管理者の指定

する場所に設ける。 

② 開票は、投票の当日（又はその翌日）に行う。 

 

（無効投票） 

第12条 次の各号に掲げる投票は、無効とする。 

  １ 所定の用紙を使用しないもの 

  ２ 候補者の氏名のほか他事を記載したもの（職業、身分、住所又

は敬称の類を記載したものを除く。） 

  ３ 候補者の何人であるかを確認することが困難な氏名を記載した

もの 

  ４ 候補者でない者の氏名を記載したもの 

  ５ 候補者の氏名を自書しないもの 

  ６ 第18条の規定による再選挙又は第20条の規定による補欠選挙に

あっては、それぞれ既に当選者となっている者の氏名又は現に役

員である者の氏名を記載したもの 

  ７ １票中に２名以上の候補者の氏名を記載したもの 

「備考」 

   (１) 投票につき連記制を採る組合にあっては、本条を次のよう

に規定すること。 

（無効投票） 

第12条 次の各号に掲げる投票は無効とする。 

１ 所定の用紙を使用しないもの 

２ 候補者の氏名のほか他事を記載したもの（職業、身分

、住所又は敬称の類を記載したものを除く。） 

３ １票中に第10条第４項の規定による投票用紙に記載す
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べき候補者の数を超える数の氏名を記載したもの 

② 次の各号に掲げる記載は、無効とする。 

１ 候補者の何人であるかを確認することが困難な氏名 

２ 候補者でないものの氏名 

３ 自書していない候補者の氏名 

４ 第18条の規定による再選挙又は第20条の規定による補

欠選挙にあっては、それぞれ既に当選者となっている者

の氏名又は既に役員となっている者の氏名 

(２) 立候補制を採らない組合にあっては、本条中（備考を含む

。）「候補者」を「被選挙人」に、「候補者でないもの」を

「被選挙権のないもの」に改めること。 

 

（当選者の決定） 

第13条 得票数多数の者をもって当選者とする。ただし、選挙すべき

役員の定数で選挙される者の得票の総数を除して得た数の６分の１

以上の得票がなければならない。 

② 当選者を定めるに当たり、得票数同一のものについては、選挙管

理者が選挙立会人立会の上、くじで定める。 

③ 第４条の規定による届出のあった理事又は監事の候補者の数がそ

の選挙において選出すべき理事又は監事の数を超えないとき又は超

えなくなったときは、投票を行わない。 

④ 前項の場合には選挙管理者は、直ちにその旨を公告しなければな

らない。 

⑤ 第３項の場合には、その候補者をもって当選者とする。 

  「備考」 

立候補制を採らない組合にあっては、第３項から第５項までを

削ること。 

 

 

（当選の通知、公告と諾否の決定）  
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第14条 当選者が決定したときは、選挙管理者は、直ちに当選者に当

選の旨を通知し、同時に当選者の住所、氏名及び理事又は監事の別

を公告し、その日のうちに当選者から就任承諾を得なければならな

い。ただし、当選者から当選を辞する旨の届出があった場合その他

やむを得ない事由により期限内に承諾を得ることができない場合は

、この限りでない。 

  「備考」 

      立候補制を採らない組合にあっては、次の１項を加えること。 

      ② 理事と監事の選挙が同時に行われた場合において、前条第

１項の規定により同一人が理事と監事の双方に当選の資格を

得たときは、その者は、少なくともその一方につき当選を辞

退しなければならない。 

 

（当選者の繰上補充） 

第15条 当選者が当選を辞したとき、被選挙権がなくなったとき又は

死亡したときは、選挙管理者は、直ちに第13条の例によって当選者

を定めなければならない。 

② 前項の規定により当選者が定まった場合には、前条の規定を準用

する。 

 

 

（就 任） 

第16条 選挙管理者は、第14条（前条第２項及び第17条第２項におい

て準用する場合を含む。）の規定により当選者が定まった日の翌日

当選者の住所及び氏名を公告しなければならない。 

② 当選者は、前項の公告があった時に、役員に就任するものとする

。 

③ 第１項の公告の時が、現任役員の任期満了前であるときは前項の

規定にかかわらず、第20条の規定による補欠選挙又は法第52条の規

定による選挙の場合を除き、その任期満了のときに就任する。 
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（当選取消しの場合の当選人の繰上げ補充） 

第17条 法第115条〔決議、選挙及び当選の取消し〕の規定により当選

の取消しがあったときは、組合長は、直ちに第13条の例により当選

者を定めなければならない。 

② 前項の規定により当選者が定まった場合には、第14条の規定を準

用する。 

 

 

（再選挙） 

第18条 役員の定数に足る当選者を得ることができないとき、又は法

第115条〔決議、選挙及び当選の取消し〕の規定による選挙若しく

は当選の取消しの請求の結果当選者がなくなり、若しくは当選者が

役員の定数に達しなくなったときは、前条の規定により当選者を定

めることができるときを除き、組合は、できる限り速やかに、その

不足の員数につき再選挙を行わなければならない。 

 

 

（欠員の場合の繰上補充） 

第19条 選挙後６月以内に役員の欠員が生じた場合において、第13条

第１項の規定の適用を受けた得票者で当選者とならなかった者があ

るときは、組合長は、第13条の例によって、その者のうちから当選

者を定めなければならない。 

② 前項の場合には、第14条から第16条までの規定を準用する。 

 

 

（補欠選挙） 

第20条 役員の全部又は一部が欠けた場合は、前条の規定により、当

選者を定めることのできる場合を除き、その不足の員数につき補欠

選挙を行わなければならない。ただし、欠員数が理事又は監事のそ

れぞれの定数の３分の１以下であるとき、又は役員に欠員を生じた

時が役員の任期満了前４月以内であるときは、この限りではない。 
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附属書 生産森林組合役員選挙規程例の特例 

 

  役員の選挙（総会における選挙に限る。）において書面又は代理人

による選挙権の行使を認める生産森林組合にあっては、附属書生産森

林組合役員選挙規程例の一部を次のように改正する。 

 

  第２条の次に次の１条を加える。 

  （加入の承諾の停止の特例） 

第２条の２ この組合は、定款第11条の規定にかかわらず、定款第10

条の規定による加入の場合を除き、役員の選挙に係る総会（総代会

）の日の20日前から総会終了までの間は、加入の承諾をしないもの

とする。 

 

 第３条から第５条を次のように改める。 

（選挙通知） 

第３条 組合長は、選挙期日の10日前までに役員の選挙を行うべき旨

の通知状に、選挙管理者の氏名、投票開始の時刻、投票所、選挙す

る理事又は監事の数並びに候補者の氏名、生年月日及び略歴（候補

者が確定していない場合は、候補者の公告方法及び場所）を記載し

、これを組合員に送付しなければならない。 

② 組合長は、前項の通知に際して、理事及び監事ごとに候補者の氏

名を記載する欄、選挙権の行使の期限及び書面で投票する場合の方

法を記載した選挙権行使書面（以下「選挙権行使書面」という。）

を交付しなければならない。 

  「備考」 

 投票区を設ける組合にあっては、第１項中「選挙管理者」の次

に「及び投票管理者」を加え、本条の次に次の１条を加えること

。 

（投票区） 

（新設） 
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第４条 この組合は、理事会が必要あると認めるときは、次

の投票区を設けることができる。 

          第１区 ○○ 

          第２区 ○○ 

② 投票区ごとに1投票所を置く。 

（選挙管理者等） 

第４条 組合長は、選挙ごとに、理事会の決議により本人の承諾を得

て、組合員のうちから選挙管理者１人及び選挙立会人３人を指名す

る。 

② 選挙立会人が３人に達しないとき、又は達しなくなったときは、

組合長は組合員のうちから選挙立会人を３人に達するまで指名し、

直ちにこれを本人に通知して、選挙に立会わせなければならない。 

  「備考」 

  投票区を設ける組合にあっては、第１項中「選挙立会人３人」

の次に「並びに投票区ごとに、投票管理者各１人及び投票立会人

各３人」を加え、第２項中「選挙立会人」の次に「又は投票立会

人」を加えること。 

（選挙管理者の職務） 

第５条 選挙管理者は、選挙に関する事務を担任し、選挙立会人立会

の上、投票箱を開き、投票を点検し、選挙立会人の意見を聴いてそ

の投票の効力を決定し、各人の得票数を計算し、選挙録を作って選

挙に関する次第を記載し、選挙立会人ともに、これに署名しなけれ

ばならない。 

「備考」 

  投票管理者及び投票立会人を設ける組合にあっては、本条の次

に次の１条を加えること。 

（投票管理者の職務） 

第５条の２ 投票管理者は、投票に関する事務を担当し、投票

録を作成して、投票に関する次第を記載し、投票立会人ととも
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に、これに署名しなければならない。 

 

第７条の見出しを「（選挙禄等の保存」」に改め、同条を第６条と

し、同条の次に次の１条を加える。 

（立候補の届出） 

第７条 この組合は、選挙期日の20日前の日から選挙期日を正組合員

に通知する日の前日までの間の５日間を立候補の届出をすべき期間

として定め、これを当該期間の開始の日の前日までに公告するとと

もに、組合員に到達するよう通知するものとする。 

② 組合員でない者は、自ら役員の候補者となり、又は役員の候補者

を推薦することができない。 

③ 組合員が役員の候補者となろうとするときは、第１項の期間の末

日までに、その旨を書面で選挙管理者に届け出なければならない。

この場合において、届出の書面には、住所、氏名、生年月日及び理

事等の別並びに略歴を記載した書面を添付しなければならない。 

④ 組合員が他人を役員の候補者として推薦しようとするときは、前

項の期間内に選挙管理者に対し、候補者本人（以下この条において

「本人」という。）の住所、氏名、生年月日及び理事等の別並びに

略歴を記載した書面とともに、本人の承諾を証する書面を添えて、

文書で推薦の届出をしなければならない。 

⑤ 理事の候補者となった者は、同時に監事の候補者となることがで

きない。 

⑥ 選挙管理者及び選挙立会人は、役員の候補者となることができな

い。 

⑦ 選挙管理者は、役員の候補者となった者の住所、氏名、理事又は

監事の別及び立候補又は被推薦の別を第３項の期間の経過後選挙期

日の10日前までの間に公告し、かつ、選挙の当日投票所に掲示する

ものとする。 

⑧ 役員の候補者が立候補を辞退し、又は第４項の規定により役員の
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候補者を推薦した者が本人の承諾を得て推薦を取り消した場合は、

立候補を辞退した者又は推薦を取り消した者は、直ちにその旨を文

書で選挙管理者に届け出なければならない。 

⑨ 第７項の規定による公告がなされた後は、役員の候補者又は役員

の候補者を推薦した者は、立候補を辞退し、若しくは推薦の承諾を

取り消し、又はその推薦を取り消すことができない。 

  「備考」 

(１) 立候補制を採らない組合にあっては、本条を削ること。 

(２) 投票管理者及び投票立会人を設ける組合にあっては、第６

項中「選挙管理者及び選挙立会人」を「選挙管理者、選挙立

会人、投票管理者及び投票立会人」と改める。 

 

第８条を次のように改める。 

（選挙実施の要件） 

第８条 選挙は、組合員の半数以上が出席しなければこれを行うこと

ができない。この場合において、第10条の２及び第10条の３の規定

により書面をもって選挙権を行う者並びに第10条の６の規定により

代理人をもって選挙権を行う者は、これを出席者とみなす。 

 

第９条第２項中「１票とし、」の次に「投票用紙をもって」を加え

る。 

 

第10条第１項中「否か」の次に「及び書面による選挙権の行使を行

っていないか」を加え、同条第５項中「第３条」を「第３条１項」に

改め、「公告」を「通知」に改め、同項を第４項とする。 

 

第10条の次に次の５条を加える。 

（書面による選挙権の行使） 

第10条の２ 組合員は、書面をもって選挙権を行うことができる。 
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第10条の３ 組合員は、書面をもって選挙権を行うときは、第10条第

２項の規定にかかわらず、投票用封筒（（甲）及び（乙）の２種と

する。）を用意し、第３条第２項の選挙権行使書面に候補者の氏名

を自署し、これを投票用封筒（乙）に封入し、加えて、その投票用

封筒（乙）を投票用封筒（甲）に封入し、その所定の欄に署名し、

投票用紙在中と記載の上、選挙期日の前日の業務時間の終了時（理

事会が特定の時（選挙期日の日より前であって、第３条第１項の通

知を発したときから10日を経過した日以後の時に限る。）を定めた

ときはその時）までに選挙管理者に提出しなければならない。 

② 組合員は、前項の規定により選挙権行使書面を投票用封筒（乙）

に封入する場合には、同項の選挙権行使書面以外のものを封入して

はならない。 

③ 組合員は、投票用封筒（乙）には、何も記載し、又は添付しては

ならない。 

④ 組合員は、第１項の規定により投票用封筒（乙）を投票用封筒（

甲）に封入する場合には、同項に規定する選挙権行使書面を封入し

た投票用封筒（乙）以外のものを封入してはならない。 

⑤ 選挙管理者は、第１項の規定により投票用封筒（甲）が提出され

たときは直ちにこれを開封し、封入されていた投票用封筒（乙）を

選挙期日の当日まで誠実に保管しなければならない。 

⑥ 提出された選挙権行使書面の取扱に関する事項は、役員選挙投票

の公正が確保されるよう規約で定める。 

  「備考」 

立候補制を採らない組合にあっては、第１項中「候補者」を「

被選挙人」に改めること。 

第10条の４ 選挙管理者は、総会に出席した組合員の投票が終了した

ときは、選挙立会人立会の上、前条の投票用封筒（乙）を開封し、

直ちに封入されていた選挙権行使書面を投票箱に入れなければなら

ない。ただし、第11条の規定により投票を拒否する場合は、この限
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りでない。 

第10条の５ 組合は選挙の日から３月間、提出された投票用紙及び選

挙権行使書面を主たる事務所に備えて置かなければならない。 

② 組合員は、組合の業務時間内は、いつでも、提出された投票用紙

及び選挙権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。 

③ 組合は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場

合を除き、これを拒むことができない。 

１ 当該請求を行う組合員（以下この項において「請求者」という

。）がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を

行ったとき。 

２ 請求者が組合の業務の遂行を妨げ、又は組合員の共同の利益を

害する目的で請求を行ったとき。 

３ 請求者が前項の投票用紙及び選挙権行使書面の閲覧又は謄写に

よって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行

ったとき。 

４ 請求者が、過去２年以内において、前項の投票用紙及び選挙権

行使書面の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三

者に通報したことがあるものであるとき。 

（代理人による選挙権の行使） 

第10条の６ 組合員は、代理人をもって選挙権を行うことができる。 

② 前項の規定により組合員が選挙権を行わせようとする代理人は、

次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

１ 組合員 

２ その組合員と同じ世帯に属する成年者 

③ 代理人は、５人以上の組合員を代理することができない。 

④ 代理人は、代理権を証する書面をこの組合に提出しなければなら

ない。 

⑤ 第10条及び第10条の５の規定は、第１項の規定により代理人をも

って選挙権を行う場合に準用する。この場合において、「投票しよ
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うとする選挙人が本人であるか否か」とあるのは「当該代理に係る

本人が組合員であるか否か」と、第10条の５中「投票用紙」とある

のは「代理権を証する書面」と読み替えるものとする。 

 

 第11条の「備考」を次のように改める。 

「備考」 

投票区を設ける組合にあっては、第１項中「選挙立会人」及び「

選挙管理者」を、それぞれ「投票立会人」及び「投票管理者」に改

めること。 

 

  第13条第３項中「第４条」を「第７条」に改める。 
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附属書 生産森林組合役員選任規程例 

 

  （被選挙権者） 

第１条 次に掲げる者は、被選挙権を有しない。 

  １ 未成年者 

  ２ 精神の機能の障害により職務を適正に執行するに当たって必要な

認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 

  ３ 森林組合法、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関

する法律の規定に違反し、又は民事再生法第255条、第256条、第2

58条から第260条まで若しくは第262条の罪若しくは破産法第265条

、第266条、第268条から第272条まで若しくは第274条の罪を犯し

、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けること

がなくなった日から２年を経過しない者 

４ 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の

刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの者（刑の執行猶予中の者を除く。） 

 

（新設） 

（選任の期日） 

第２条 役員の任期の満了による選任は、役員の任期の終わる日の通常

総会において行う。 

② 第10条の規定による再選任又は第11条の規定による補欠選任は、こ

れを行うべき事由の生じた日から30日以内に行う。 

 

 

（決議） 

第３条 役員は、総会の決議によって選任する。 

「備考」 

定款において書面又は代理人をもって議決権を行うことができ

る旨を定める組合は、本条に次の１項を加える。 

   ② 組合員は、定款第46条又は第46条の２の規定にかかわらず、前
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項の規定による役員の選任については、書面又は代理人をもって

議決権を行うことができない。 

 

（議案及び推薦会議） 

第４条 役員の選任に関する議案は、組合長が総会に提出する。 

② 組合長は、監事の選任に関する議案を総会に提出するには、監事の

過半数の同意を得なければならない。 

③ 第１項の議案は、推薦会議において推薦された候補者について作成

しなければならない。 

④ 推薦会議は、別表に掲げる区域ごとに、その区域に所属する組合員

を代表する者として選ばれた同表に掲げる人数の組合員をもって構成

する。 

⑤ 組合員の所属区域は、組合員の住所によって定め、それによること

ができないときは理事会でこれを定める。 

 

 

（候補者の承諾） 

第５条 推薦会議が、役員の候補者を推薦しようとするときは、あらか

じめその者の承諾を得なければならない。 

 

 

（投票） 

第６条 第３条第１項の決議は、無記名投票によって行う。 

② 前項の投票は、自ら所定の投票用紙に賛否を記入し、これを投票箱

に入れて行わなければならない。 

③ 組合員は、投票しようとするときは、組合員名簿の記載その他によ

りその資格を明らかにしなければならない。 

 

 

（開票） 

第７条 議長は、投票が終わったときは、あらかじめ総会において選任

した立会人３人以上の立会の上投票箱を開き、投票を点検し、直ちに

 



35 
 

改      正      後 現       行 

その結果を報告しなければならない。 

② 役員の候補者となっている者は、前項の立会人となることができな

い。 

 

（無効投票） 

第８条 次の各号に掲げる投票は無効とする。 

１ 所定の用紙を使用しないもの 

２ 賛否のほか他事を記載したもの 

３ 賛否の確認ができないもの 

 

 

（被選任者の決定、就任） 

第９条 役員の選任に関する議案が総会において可決されたときは、組

合長は、直ちに役員に選任された者（以下「被選任者」という。）にそ

の旨を通知し、かつ、被選任者の住所、氏名及び理事又は監事の別を公

告しなければならない。 

② 被選任者は、前項の規定による公告があった時に、役員に就任する

。 

③ 第10条若しくは第11条の選任、法第100条第２項において準用する法

第52条の改選又は法第115条の規定による決議の取消しによる選任の

場合を除き、前項の規定による公告の時が現任役員の任期満了前であ

るときは、その任期満了の時に就任する。 

 

 

（再選任） 

第10条 役員の選任に関する議案が総会において否決された場合、被選

任者が、第１条各号のいずれかに該当することになった場合、若しく

は死亡したことによって選任すべき役員の数に達しなくなった場合又

は法第115条の規定による決議の取消しの結果被選任者がなくなり、若

しくは被選任者が選任すべき役員の数に達しなくなった場合において

、その時期が就任前であるときは、その不足の員数につき再選任を行
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わなければならない。 

 

（補欠選任） 

第11条 役員の全部又は一部が欠けた場合は、その不足の員数につき、

補欠選任を行わなければならない。ただし、欠員数が役員の各定数の

３分の１以下であるとき、又は役員に欠員を生じたときが役員の任期

満了前４月以内であるときは、この限りでない。 

 

 

（別表） 

    推薦会議の選任区域 

 

 

 

 

 

 

「備考」 

推薦会議の構成員は、「区域」によるほか、組合員組織等組合員を適

正に代表し得る区分ごとに選出することができる。この場合においては

、第４条第４項及び別表中「区域」を「区域又は区分」と改めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区  域 人 数 

〇〇町〇〇の区域 〇人 

〇〇村〇〇の区域 〇人 

・・ ・・ ・・  

この組合の区域全体 〇人 
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附属書 生産森林組合役員選任規程例の特例 

 

役員の選任の決議において書面又は代理人による議決権の行使を認め

る生産森林組合にあっては、附属書生産森林組合役員選任規程例の一部

を次のように改正する。 

 

第３条第２項を次のように改める。 

② 役員の選任に係る総会招集の通知は、総会の10日前までに発し、総

会に提出すべき役員の選任に関する議案を示して行うものとする。 

 

第３条第２項の次に次の３項を加える。 

③ 前項の通知に際して、総会参考書類には、当該各号に定める事項を

記載しなければならない。 

１ 理事の選任に関する議案 

イ 候補者の氏名、生年月日及び略歴 

ロ 就任の承諾を得ていないときは、その旨 

ハ 候補者と組合との間に特別の利害関係があるときは、その事実

の概要 

ニ 候補者が現に組合の理事であるときは、当組合における地位及

び担当 

２ 監事の選任に関する議案 

イ 候補者の氏名、生年月日及び略歴 

ロ 組合との間に特別の利害関係があるときは、その事実の概要 

ハ 就任の承諾を得ていないときは、その旨 

ニ 監事が、理事に対し、監事の選任を総会の目的とすること又は

監事の選任に関する議案を提出することを請求したことにより提

出されたものであるときは、その旨 

ホ 総会において、監事の選任について、監事の意見があるときは

、その意見の内容の概要 

（新設） 
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④ 第２項の通知に際して、候補者の選任についての賛否（棄権の欄を

設ける場合にあっては、棄権を含む。）を記載する欄、議決権の行使

の期限及び書面で議決権行使する場合の方法を記載した議決権行使書

面（以下「議決権行使書面」という。）を交付しなければならない。 

⑤ 第１項の決議は、組合員の２分の１以上が出席しなければ行うこと

ができない。この場合において、定款第46条の規定により代理人をも

って議決権を行う者並びに第46条の２及び第６条の２の規定により書

面をもって議決権を行う者は、これを出席者とみなす。 

 

第６条第３項の次に次の１項を加える。 

④ 代理人は、投票しようとするときは、組合員名簿の記載その他によ

り当該代理に係る本人の組合員資格を明らかにしなければならない。 

 

第６条の次に次の２条を加える。 

（書面による議決権行使） 

第６条の２ 組合員は、役員の選任について書面をもって議決権を行う

ときは、前条第２項の規定にかかわらず、定款第46条の２第３項の規

定により役員の選任に関する議案について、議決権行使書面に賛否を

記載し、これに署名の上、総会の日時の直前の業務時間の終了時（総

会を招集する場合に定める事項として、理事会が特定の時（総会の日

より前であって、総会の招集の通知を発したときから10日を経過した

日以後の時に限る。）を定めた場合は、その特定の時）までに、この

組合に提出しなければならない。 

② 提出された議決権行使書面の取扱に関する事項は、役員選任投票の

公正が確保されるよう規約で定める。 

第６条の３ 組合は総会の日から３月間、第６条の規定により提出され

た投票用紙及び前条の規定により提出された議決権行使書面を主たる

事務所に備えて置かなければならない。 

② 組合員は、組合の業務時間内は、いつでも、提出された投票用紙及
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び議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。 

③ 組合は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合

を除き、これを拒むことができない。 

１ 当該請求を行う組合員（以下この項において「請求者」という。

）がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行っ

たとき。 

２ 請求者が組合の業務の遂行を妨げ、又は組合員の共同の利益を害

する目的で請求を行ったとき。 

３ 請求者が前項の投票用紙及び議決権行使書面の閲覧又は謄写によ

って知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行った

とき。 

４ 請求者が、過去２年以内において、前項の投票用紙及び議決権行

使書面の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に

通報したことがあるものであるとき。 

「備考」 

総代会制を採用している組合の場合は、この規程中「総会」を「総

代会」、「組合員」を「総代」と読み替えること。 
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                附属書 生産森林組合総代選挙規程例 

 

（被選挙権者） 

第１条 次に掲げる者は、被選挙権を有しない。 

１ 未成年者 

２ 精神の機能の障害により職務を適正に執行するに当たって必要な

認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 

３ 森林組合法、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関

する法律の規定に違反し、又は民事再生法第255条、第256条、第25

8条から第260条まで若しくは第262条の罪若しくは破産法第265条、

第266条、第268条から第272条まで若しくは第274条の罪を犯し、刑

に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなく

なった日から２年を経過しない者 

４ 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上

の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けること

がなくなるまでの者（刑の執行猶予中の者を除く。） 

 

（新設） 

（選挙の期日） 

第２条 総代の任期の満了による選挙は、総代の任期が終わる日の７日

前までに行う。ただし、総代の任期の終わる日の60日以上前であって

はならない。 

② 第23条の規定による再選挙又は第25条の規定による補欠選挙は、こ

れを行うべき事由の生じた日から30日以内に行う。 

 

 

（選挙区等） 

第３条 総代の選挙は、選挙区ごとに行う。 

② 選挙区の区分及び各選挙区において選挙すべき総代の定数は、別表

のとおりとする。 

③ 組合員は、その住所を有する選挙区において投票権を有する。ただ
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し、この組合の地区外に住所を有する組合員は、その者が指定して組

合に届け出た選挙区（当該届出がないときは組合が指定した選挙区）

において投票権を有する。 

 

（選挙の通知及び公告） 

第４条 組合長は、選挙の期日の10日前までに、総代の選挙を行うべき

旨の通知状に投票開始の時刻、投票終了の時刻、投票所及び選挙区ご

との選挙する総代の数を記載し、これを組合員に送付するとともに、

これらの事項を公告しなければならない。 

「備考」 

投票につき連記制を採る組合にあっては、「及び選挙区ごとの選挙

する総代の数」を「並びに選挙区ごとの選挙する総代の数及び投票用

紙に記載すべき選挙する総代の数」に改めること。 

 

 

（立候補の届出） 

第５条 組合員でない者は、自ら総代に立候補し、又は総代の候補者を

推薦することができない。 

② 総代に立候補しようとする者は、選挙の公告のあった日から選挙期

日の３日前までに、その旨を文書でこの組合に届け出なければならな

い。 

③ 総代の候補者を推薦しようとする者は、本人の承諾を得て、前項の

期間内に、その旨を文書でこの組合に届け出なければならない。 

④ この組合は、総代の候補者となった者の住所、氏名及び立候補又は

被推薦の別を選挙期日の前日までに公告し、かつ、選挙の当日投票所

に公示しなければならない。 

⑤ 総代の候補者が立候補を辞退し、又は第３項の規定により総代の候

補者を推薦した者が本人の承諾を得て推薦を取り消した場合は、立候

補を辞退し、又は推薦を取り消した者は、直ちにその旨を文書でこの

組合に届け出なければならない。 
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⑥ 第４項の公告のあった日以後において前項の規定による届出があっ

た場合には、この組合は、直ちにその旨を公告するものとする。 

「備考」 

立候補制を採らない組合にあっては、本条を削ること。 

 

（選挙管理者等） 

第６条 組合長は、選挙ごとに、理事会の決議により本人の承諾を得て

、組合員のうちから選挙管理者、投票管理者及び開票管理者各１人（

投票管理者及び開票管理者にあっては、選挙区ごとに各１人）を指名

する。 

② 選挙管理者は、開票管理者を兼ねることができる。 

③ 総代の候補者は、選挙管理者、投票管理者又は開票管理者になるこ

とができない。 

 

 

（選挙管理者の職務） 

第７条 選挙管理者は、選挙に関する事務を担任し、開票管理者から第

９条の規定による報告を受けたときは、選挙立会人立会の上、その報

告を調査し、各人の得票総数を計算し、選挙録を作って選挙に関する

次第を記載し、選挙立会人とともに、これに署名しなければならない

。 

 

 

（投票管理者の職務） 

第８条 投票管理者は、投票に関する事務を担任し、投票録を作成して

投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなけ

ればならない。 

② 投票管理者は、投票立会人立会の上、投票録及び投票箱を開票管理

者に引き渡さなければならない。 

 

 

（開票管理者の職務）  
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第９条 開票管理者は、開票に関する事務を担任し、開票立会人立会の

上、投票箱を開き、投票を点検し、開票立会人の意見を聴いて投票の

効力を決定し、直ちにその結果を選挙管理者に報告するとともに、開

票録を作成して開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、こ

れに署名しなければならない。 

② 第６条第２項の規定により選挙管理者が開票管理者を兼ねた場合に

は、開票に関する次第は、選挙録中に併せて記載することができる。 

 

（選挙録等の保存） 

第10条 選挙録、投票録及び開票録は、投票と併せて当該選挙に係る総

代の在任期間中、この組合において保存しなければならない。 

 

 

（選挙立会人等） 

第11条 組合長は、選挙ごとに、理事会の同意を得て、組合員のうちか

ら選挙立会人、投票立会人及び開票立会人各３人（投票立会人及び開

票立会人にあっては、選挙区ごとに各３人）を指名する。この場合に

は、選挙期日の３日前までに本人に通知し、その承諾を得なければな

らない。 

② 選挙立会人は、開票立会人を兼ねることができる。 

③ 総代の候補者は、選挙立会人、投票立会人及び開票立会人となるこ

とができない。 

④ 選挙立会人、投票立会人又は開票立会人が各３人（投票立会人及び

開票立会人にあっては、選挙区ごとに各３人）に達しないとき、又は

達しなくなったときは、組合長は、組合員のうちから選挙立会人、投

票立会人又は開票立会人を各３人（投票立会人及び開票立会人にあっ

ては、選挙区ごとに各３人）に達するまで指名し、直ちにこれを本人

に通知して、選挙に立ち会わせなければならない。 

 

 

（選挙の方法）  



44 
 

改      正      後 現       行 

第12条 投票は、無記名投票によって行う。 

② 投票は、組合員１人につき１票とし、組合員自ら投票しなければな

らない。 

 

（投票所） 

第13条 投票所は、選挙区ごとに投票管理者の指定する場所に設ける。 

 

 

（投票） 

第14条 投票管理者は、投票しようとする選挙人が本人であるか否かを

、組合員名簿の記載その他によって確認しなければならない。 

② 投票用紙は、選挙の当日投票所において、組合員に交付する。 

③ 選挙人は、自ら前項の投票用紙に候補者の氏名を記載してこれを投

票箱に入れなければならない。 

④ 投票用紙に記載する選挙すべき総代の数は、１人とする。 

⑤ 投票開始の時刻は午前７時とし、投票終了の時刻は午後５時とする

。 

「備考」 

(１) 立候補制を採らない組合にあっては、第３項中「候補者」を「

被選挙人」に改めること。 

(２) 投票につき連記制を採る組合にあっては、第４項を次のように

規定すること。 

④ 投票用紙に記載すべき選挙する総代の数は、選挙区ごとにそ

れぞれ当該選挙において選挙する総代の数の〇分の１とし、端

数は切り捨てるものとする。ただし、選挙する総代の数が１人

のときは、１人とする。 

 

 

（投票の拒否） 

第15条 投票の拒否は、投票立会人の意見を聴いて、投票管理者が決定

する。 
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（開票） 

第16条 開票所は、選挙区ごとに開票管理者の指定する場所に設ける。 

② 開票は、投票の当日又はその翌日に行う。 

 

 

（無効投票） 

第17条 次の各号に掲げる投票は、無効とする。 

１ 所定の用紙を使用しないもの 

２ 候補者の氏名のほか他事を記載したもの（職業、身分、住所又は

敬称の類を記載したものを除く。） 

３ 候補者の何人であるか確認することが困難な氏名を記載したもの 

４ 候補者でない者の氏名を記載したもの 

５ 候補者の氏名を自書しないもの 

６ 第23条の規定による再選挙又は第25条の規定による補欠選挙にあ

っては、それぞれ既に当選者となっている者の氏名又は現に総代と

なっている者の氏名を記載したもの 

７ １票中に２人以上の候補者の氏名を記載したもの 

「備考」 

(１) 立候補制を採らない組合にあっては、「候補者」を「被選挙人

」に、「候補者でない者」を「被選挙権のないもの」に改めるこ

と。 

(２) 投票につき連記制を採る組合にあっては、本条を次のように規

定すること。 

（無効投票） 

第17条 次の各号に掲げる投票は、無効とする。 

１ 所定の用紙を使用しないもの 

２ 候補者の氏名のほか他事を記載したもの（職業、身分、住所

又は敬称の類を記載したものを除く。） 

３ １票中に第14条第４項の規定による投票用紙に記載すべき

 



46 
 

改      正      後 現       行 

候補者の数を超える数の氏名を記載したもの 

② 次の各号に掲げる記載は、無効とする。 

１ 候補者の何人であるか確認することが困難な氏名 

２ 候補者でない者の氏名 

３ 自書していない候補者の氏名 

４ 第23条の規定による再選挙又は第25条の規定による補欠選

挙にあっては、それぞれ既に当選者となっている者の氏名又

は現に総代となっている者の氏名 

 

（当選者の決定） 

第18条 選挙区ごとに、有効投票の多数を得た者をもって当選者とする

。ただし、選挙区ごとに、選挙すべき総代の数で有効投票を除して得

た数の４分の１以上の得票数がなければならない。 

② 当選者を定めるに当たり、得票数が同一のものについては、選挙管

理者が、選挙立会人立会の上、くじで決める。 

③ 第５条の規定による届出のあった総代の候補者の数がその選挙区に

おける選挙において選出すべき総代の数を超えないとき又は超えなく

なったときは、当該選挙区においては投票を行わない。 

④ 前項の場合には、選挙管理者は、直ちにその旨を公告しなければな

らない。 

⑤ 前項の公告があったときは、第５条の規定による届出のあった総代

の候補者をもって当選者とする。 

「備考」 

立候補制を採らない組合にあっては、第３項から第５項までを削

ること。 

 

 

（当選の通知等） 

第19条 当選者が決定したときは、選挙管理者は、直ちに当選者に当選

の旨を通知し、同時に当選者の住所及び氏名を公告し、その日のうち
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に当選者から就任承諾を得なければならない。ただし、当選者から当

選を辞する旨の届出があった場合その他やむを得ない事由により期限

内に承諾を得ることができない場合は、この限りでない。 

 

（当選者の繰上補充） 

第20条 当選者が当選を辞したとき、被選挙権がなくなったとき又は死

亡したときは、選挙管理者は、直ちに第18条の例によって当選者を定

めなければならない。 

② 前項の規定により当選者が定まった場合には、前条の規定を準用す

る。 

 

 

（就任） 

第21条 選挙管理者は、第19条（前条第２項及び第22条第２項において

準用する場合を含む。）の規定により当選者が定まった日の翌日当選

者の住所及び氏名を公告しなければならない。 

② 当選者は、前項の公告のあった時に、総代に就任するものとする。 

③ 当選者は、前項の規定にかかわらず、現任総代の任期の満了後にお

ける次条の規定による当選及び第25条の規定による補欠選挙の場合を

除き、前項の公告の日が現任総代の任期の満了の日以前であるときは

、その任期の満了の日の翌日に就任するものとする。 

 

 

（当選取消しの場合の当選人の繰上補充） 

第22条 法第115条の規定により当選の取消しがあったときは、組合長は

直ちに第18条の例により当選者を定めなければならない。 

② 前項の規定により当選者が定まった場合には、第19条から前条まで

の規定を準用する。 

 

 

（再選挙） 

第23条 第18条から第20条までの規定による当選者がないとき、選挙す
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べき総代の数に足る当選者を得ることができないとき、法第115条の規

定による選挙の取消しがあったとき、又は同条の規定による当選の取

消しがあった場合であって前条の規定により当選者を定めることがで

きないときは、選挙区ごとに、その不足の員数につき、再選挙を行わ

なければならない。 

 

（欠員の場合の繰上補充） 

第24条 選挙後６月以内に総代の欠員が生じた場合において、第18条第

１項ただし書の得票数を有する者で、当選者とならなかったものがあ

るときは、組合長は第18条の例により、その者のうちから当選者を定

めなければならない。 

② 前項の場合には、第19条から第21条までの規定を準用する。 

 

 

（補欠選挙） 

第25条 選挙区ごとに定める総代の全部又は一部が欠けた場合には、前

条の規定により当選者を定めることができる場合を除き、当該選挙区

ごとに、その不足の員数につき補欠選挙を行わなければならない。た

だし、欠員数が当該選挙区の総代の定数の３分の１未満であるとき、

又は総代に欠員が生じた時が総代の任期の満了前４月以内であるとき

は、補欠選挙を行わないことができる。 

 

別  表 

    第１区 大字 〇〇  〇人 

    第２区 大字 〇〇  〇人 

    第３区 大字 〇〇  〇人 
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附属書 生産森林組合総代選挙規程例の特例 

 

総代の選挙において書面又は代理人による選挙権の行使を認める生産

森林組合にあっては、附属書生産森林組合総代選挙規程例の一部を次の

ように改正する。 

 

第４条を次のように改める。 

（選挙の通知） 

第４条 組合長は、選挙の期日の 10 日前までに、総代の選挙を行うべき

旨の通知状に選挙管理者及び投票管理者の氏名、投票開始の時刻、投

票終了の時刻、投票所、選挙区ごとの選挙する総代の数並びに候補者

の氏名及び生年月日（候補者が確定していない場合は、候補者の公告

方法及び場所）を記載し、これを組合員に送付しなければならない。 

② 前項の通知に際して、候補者の氏名を記載する欄及び選挙する総代

の数、選挙権の行使の期限、書面で投票する場合の方法を記載した選

挙権行使書面（以下「選挙権行使書面」という。）を交付しなければ

ならない。 

 

第５条を削り、第６条を第５条とする。 

 

第７条中「第９条」を「第８条」に改め、同条を第６条とする。 

 

第８条を第７条とする。 

 

第９条第２項中「第６条第２項」を「第５条第２項」に改め、同条を

第８条とする。 

 

第10条を第９条とする。 

（新設） 
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第11条を第10条とし、同条の次に次の１条を加える。 

 

（立候補の届出） 

第11条 この組合は、選挙期日の20日前の日から選挙期日を組合員に通

知する日の前日までの間の５日間を立候補の届出をすべき期間として

定め、これを当該期間の開始の日の前日までに公告するとともに、組

合員に到達するよう通知するものとする。 

② 組合員でない者は、自ら総代に立候補し、又は総代の候補者を推薦

することができない 。 

③ 総代に立候補しようとする者は、第１項の期間の末日までに、その

旨を書面で選挙管理者に届け出なければならない。この場合において

、届出の書面には、住所、氏名及び生年月日を記載した書面を添付し

なければならない。 

④ 総代の候補者を推薦しようとする者は、第１項の期間内に選挙管理

者に対し、候補者本人（以下この条において「本人」という。）の住

所、氏名及び生年月日を記載した書面とともに、本人の承諾を証する

書面を添えて、文書で推薦の届出をしなければならない。 

⑤ 選挙管理者は、総代の候補者となった者の住所、氏名及び立候補又

は被推薦の別を第３項の期間の経過後選挙期日の10日前までの間に公

告し、かつ、選挙の当日投票所に掲示するものとする。 

⑥ 総代の候補者が立候補を辞退し、又は第４項の規定により総代の候

補者を椎薦した者が本人の承諾を得て推薦を取り消した場合は、立候

補を辞退し、又は推薦を取り消した者は、直ちにその旨を文害で選挙

管理者に届け出なければならない。 

⑦ 第５項の規定による公告がなされた後は、総代の候補者又は総代の

候補者を推薦した者は、立候補を辞退し、若しくは推薦の承諾を取り

消し、又はその推薦を取り消すことができない。 
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「備考」 

立候補制を採らない組合にあっては、本条を削ること。 

 

第12条第２項中「１票とし、」の次に「投票用紙をもって」を加える

。 

 

第14条第１項中「否か」の次に「及び書面による選挙権の行使を行っ

ていないか」を加える。 

 

第14条の次に次の５条を加える。 

（書面による選挙権の行使） 

第14条の２ 組合員は、書面をもって選挙権を行うことができる。 

第14条の３ 組合員は、書面をもって選挙権を行うときは、第14条第２

項の規定にかかわらず、投票用封筒（（甲）及び（乙）の２種とする

。）を用意し、第４条第２項の選挙権行使書面に候補者の氏名を自署

し、投票用封筒（乙）に封入し、これを投票用封筒（甲）に封入し、

署名し、投票用紙在中と記載の上、選挙期日の前日の業務時間の終了

時までに投票管理者に提出しなければならない。 

② 組合員は、前項の規定により選挙権行使書面を投票用封筒（乙）に

封入する場合には、同項の選挙権行使書面以外のものを封入してはな

らない。 

③ 組合員は、投票用封筒（乙）には、何も記載し、又は添付してはな

らない。 

④ 組合員は、第１項の規定により投票用封筒（乙）を投票用封筒（甲

）に封入する場合には、同項に規定する選挙権行使書面を封入した投

票用封筒（乙）以外のものを封入してはならない。 

⑤ 投票管理者は、第１項の規定により投票用封筒（甲）が提出された

ときは直ちにこれを開封し、封入されていた投票用封筒（乙）を選挙
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期日の当日まで誠実に保管しなければならない。 

⑥ 提出された選挙権行使書面の取扱に関する事項は、総代選挙投票の

公正が確保されるよう規約で定める。 

「備考」 

立候補制を採らない組合にあっては、第１項中「候補者」を「被

選挙人」に改めること。 

第14条の４ 投票管理者は、組合員の投票が終了したときは、投票立会

人立会の上、前条の投票用封筒（乙）を開封し、直ちに封入されてい

た選挙権行使書面を投票箱に入れなければならない。ただし、第15条

の規定により投票を拒否する場合は、この限りでない。 

第14条の５ 組合は選挙の日から３月間、提出された投票用紙を主たる

事務所に備えて置かなければならない。 

② 組合員は、組合の業務時間内は、いつでも、提出された投票用紙及

び選挙権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。 

③ 組合は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場

合を除き、これを拒むことができない。 

１ 当該請求を行う組合員（以下この項において「請求者」という

。）がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を

行ったとき。 

２ 請求者が組合の業務の遂行を妨げ、又は組合員の共同の利益を

害する目的で請求を行ったとき。 

３ 請求者が前項の投票用紙及び選挙権行使書面の閲覧又は謄写に

よって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行

ったとき。 

４ 請求者が、過去２年以内において、前項の投票用紙及び選挙権

行使書面の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三

者に通報したことがあるものであるとき。 

（代理人による選挙権の行使） 
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第14条の６ 組合員は、代理人をもって選挙権を行うことができる。 

② 前項の規定により組合員が選挙権を行わせようとする代理人は、次

の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

１ 組合員 

２ その組合員と同じ世帯に属する成年者 

③ 代理人は、５人以上の組合員を代理することができない。 

④ 代理人は、代理権を証する書面をこの組合に提出しなければならな

い。 

⑤ 第14条及び第14条の５の規定は、第１項の規定により代理人をもっ

て選挙権を行う場合に準用する。この場合において、同条第１項中「

投票しようとする選挙人が本人であるか否か」とあるのは「当該代理

に係る本人が組合員であるか否か」と、第14条の５中「投票用紙」と

あるのは「代理権を証する書面」と読み替えるものとする。 

 

第18条第３項及び第５項中「第５条」を「第11条」に改める。 

 

 


